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下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。 

 

記 

 

適用拡大登録月日 ： ２０１７年１１月８日 

 

１．農薬の登録番号及び名称 

   登録番号  第 ２３５５６ 号 

   名  称  デュポンベリマークＳＣ 

（デュポン・プロダクション・アグリサイエンス(株)登録） 

 

２．適用病害虫の範囲又は使用方法の変更の内容 

農薬登録申請書第７項中、以下の事項を変更し、【変更後】のとおりとする。 

・ 作物名「いちご」及び「ほうれんそう」を以下のとおり追加する。 

 

・ 作物名「なす」の適用病害虫名「コナジラミ類」の希釈水量「400株当り10L( 1株当

り25mL)」を「400株当り10～20L( 1株当り25～50mL)」とする。 

 

・ 作物名「きゅうり」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。 

 

作物名 
適用 

病害虫名 
希釈 
倍数 

使用 
液量 

使用時期 
本剤の 
使用 
回数 

使用方法 
ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ 
を含む農薬の 
総使用回数 

いちご 
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1000倍 50mL/株 
育苗期後半
～定植当日 

1 回 灌注 

4 回以内 
(灌注は 1 回以
内、散布は 
3 回以内） 

ほうれんそう 
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ 
4000倍 0.2L/㎡ 

収穫 7 日前 
まで 

1 回 株元灌注 1 回 

 

３．当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容 

農薬登録申請書第 10項中、以下の事項を変更し、【変更後】のとおりとする。 

(1)として「水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池

等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。」を追加し、以降番号を繰り下

げる。 



【変更後】 

７．適用病害虫の範囲及び使用方法 

作物名 適用病害虫名 
希釈 
倍数 

使用液量 使用時期 
本剤の 
使用 
回数 

使用
方法 

ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ 
を含む農薬の 
総使用回数 

ｷｬﾍﾞﾂ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ｺﾅｶﾞ 
ｱｵﾑｼ 
ﾖﾄｳﾑｼ 

ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ 
ﾈｷﾘﾑｼ類 
ｳﾜﾊﾞ類 

400 倍 

ｾﾙ成型育苗ﾄﾚｲ
1 箱またはﾍﾟｰ
ﾊﾟｰﾎﾟｯﾄ 1 冊 

(約 30×60cm、 
使用土壌 

約 1.5～4L) 
当り 0.5L 

育苗期後半
～定植当日 

1 回 

灌注 

4 回以内 
(定植時までの
処理は 1 回以
内、定植後の散
布は 3 回以内） 

はくさい 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ｺﾅｶﾞ 
ｱｵﾑｼ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 
ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ 
ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 

ｺﾅｶﾞ 
ｱｵﾑｼ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

ﾚﾀｽ 
ｵｵﾀﾊﾞｺｶﾞ 

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

ﾋﾒﾌﾀﾃﾝﾖｺﾊﾞｲ 

非結球 
ﾚﾀｽ 

1 回 

ｶﾘﾌﾗﾜｰ 
ｱｵﾑｼ 
ｺﾅｶﾞ 

ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

ねぎ 
ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ 
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 

4 回以内 
(定植時までの
処理は 1 回以
内、定植後の処
理は 3 回以内） 

2000
倍 

0.5L/㎡ 
収穫 7 日前

まで 
株元
灌注 

ほうれんそう 
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 

ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ 
4000
倍 

0.2L/㎡ 1 回 

いちご 
ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 

1000
倍 

50mL/株 
育苗期後半
～定植当日 

灌注 

4 回以内 
(灌注は 1 回以
内、散布は 
3 回以内） 

 

 

 

  



(つづき) 

作物名 適用病害虫名 
使用量 

使用時期 
本剤の 
使用 
回数 

使用
方法 

ｼｱﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ 
を含む農薬の 
総使用回数 薬量 希釈水量 

ﾄﾏﾄ 
ﾐﾆﾄﾏﾄ 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 

400 株当り
25mL  

400 株当り 
10～20L 
(1 株当り 
25～50mL) 

育苗期後半

～定植当日 
1 回 灌注 

4 回以内 
(定植時までの
処理は 1 回以

内、定植後の散
布は 3 回以内） 

きゅうり 
ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 

ﾋﾟｰﾏﾝ 

なす 

ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 
ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 

ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類 
ﾈｷﾘﾑｼ類 

1 回 

ﾒﾛﾝ 
すいか 

ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 
ｱｻﾞﾐｳﾏ類 
ｺﾅｼﾞﾗﾐ類 

 

 

１０．水産動植物に有毒な農薬については、その旨 

   

(1) 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入し

ないよう注意して使用すること。 

(2) 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、

河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する

こと。 

以上 
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